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令和８年度 中野区立小中学校任期付短時間勤務職員（教諭）の 
産育休代替教員（臨時的任用教員）採用候補者選考案内 

 

令和８年３月３０日 

中 野 区 教 育 委 員 会 

  

中野区立小中学校に勤務する※任期付短時間勤務職員（教諭）が、妊娠出産休暇や育児休業を取

得した場合に、その代替として勤務する臨時的任用教員の採用候補者を募集します。 

 

※任期付短時間勤務職員とは 

   中野区の一般職の任期付職員の採用に関する条例第３条の規定により採用される任期に定めのある短時

間勤務職員となります。短時間とは１週間当たりの勤務時間が、常時勤務を要する職員の勤務時間（週３８

時間４５分）に比べ短い時間であることをいい、条例で週３１時間としています。 

 

 

１ 受験資格 

受験資格 予定配属先 

右に記載する免許状を

現に有する者 

小学校教諭普通免許状 小学校 

中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学、

理科、英語、保健体育、音楽、美術、家庭

のいずれか） 

中学校 

又は 

小学校 

中学校教諭普通免許状（技術） 中学校 

 ※ 地方公務員法第１６条（欠格条項）及び学校教育法第９条（欠格事由）等に該当する者は、

受験できません。 

 ※ 申込後に資格要件を欠いていることが判明した場合、その時点で失格となります。 

 

２ 申込手続 

  以下の表を参照し、受験申込書を郵送又は持参にて申込みをしてください。 

   ※ 受験申込後に転居した時は、速やかに転居届を郵便局に提出するとともに、問合せ先（３

ページ記載）に書面で届け出てください。 

【提出書類】 

 

 

 

受験申込書 

◆中野区教育委員会ホームページに掲載の申込書を印刷して使用する場合は、Ａ４サイズ

の用紙に印刷してください。 

◆申込書下部の「１４０円切手貼付箇所」に、１４０円切手を必ず貼付してください。 

◆「記入例」及び「受験申込書の記入について」（別紙）を参照して記入してください。 

◆ホームページからの申込受付（電子申請）は行っていません。 
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【提出方法】 

郵
送
の
場
合 

あて先 
〒１６４－８５０１ 中野区中野４－１１－１９ 

中野区教育委員会事務局 指導室 教職員係 

注意事項 

◆表面に「臨時的任用教員採用候補者選考申込書在中」と朱書きし、自分の住所・氏名

を漏れなく記入してください。 
◆簡易書留又はレターパックプラスにより郵送してください。（郵便事故については、

責任を負いません。） 
◆郵便の到着に関する問合せには応じられません。 

持
参
の
場
合 

受付時間 ◆受付は土・日・祝を除く午前８時３０分から午後５時までです。 

受付場所 
中野区役所７階（中野区教育委員会事務局 指導室 教職員係） 

フロアに着いたら発券機近くのフロア案内人にお声がけください。 

注意事項 
◆原則として本人が持参してください。やむを得ない事情で代理人が持参

する場合は、事前に提出書類の記載内容を十分確認してください。 

 

３ 選考方法 

   提出書類による書類選考を行います。書類選考に通過した方は、中野区立小中学校任期付短

時間勤務職員の臨時的任用教員採用候補者名簿に登載されます。中野区立小中学校任期付短時

間勤務職員の臨時的任用教員を配置する必要がある場合に、名簿登載者の中から採用候補校に

おける面接選考を受けていただき、採用者を決定します。 

  ※応募しても必ず採用されるとは限りません。 

  ※選考基準及び選考結果についての問い合わせには一切応じられません。 

 

４ 選考結果通知・名簿登載 

   書類選考結果は、不合格の方にのみ郵送で通知します。名簿登載の有効期間は、登載日から

令和９年３月３１日までとなります。 

 

５ 採用について 

   中野区立小中学校で任期付短時間勤務職員（教諭）が妊娠出産休暇、育児休業による欠員に

より需要が生じた時に、名簿登載者の中から当該校において面接を行い決定します。 

 

６ 採用後の勤務条件等 

 （１）任用期間 

    任用期間は、任期付短時間勤務職員（教諭）が妊娠出産休暇、育児休業を取得する期間で

す。なお、妊娠出産休暇、育児休業の期間変更により任用期間も変更される場合があります。

原則として任用期間は年度末までとなります。 

 （２）主な職務 

    教科指導（少人数指導、ティーム・ティーチング、補教等）、放課後学習指導、指導資料作

成、教材作成など 
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（３）給与等 

職 名  教 諭 

月 額  約２６３，３９８円 

  ※ 上記月額は、給料月額、教職調整額、地域手当及び義務教育等教員特別手当を合わせた額

です。 

  ※ 採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

  ※ そのほか、通勤手当及び期末・勤勉手当が支給されます。 

  ※ 昇給・昇格はありません。 

 

（４）勤務時間等 

  ア 勤務時間  １日当たり７時間４５分、１週間当たり３１時間 

  イ 休 日 等  水曜日、土曜日、日曜日、祝日、年末年始 

           ※ 行事等により変更となる場合があります。 

  ウ 休 暇 等  年次有給休暇、慶弔休暇、夏季休暇等 

  エ 勤 務 地  中野区立小中学校 

   ※ 採用前に制度改正があった場合は、その定めるところによります。 

 

７ 問合せ先 

  中野区教育委員会事務局 指導室 教職員係 

  〒１６４－８５０１ 中野区中野４－１１－１９ 中野区役所７階 

  電話 ０３－３２２８－８８６１ 

  中野区教育委員会ホームページ  

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kosodate/kyoikuiinkai/bosyu/index.html 

 

８ 中野区役所案内図 

 

 

◎提出書類については返

却しません。 

なお、個人情報について

は、中野区個人情報の保

護に関する法律施行条例

に基づき、適切に管理し

ています。また、規定の保

存年限経過後に破棄しま

す。 


